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平日（祝日等を除く）9時～17時30分

携帯電話からは 0799-22-3541
0120-36-7830
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イベント等は延期・中止の場合があります

Information

食育ボランティアに興味がある人を対
象に、講義や調理実習を行います。無料
（別途テキスト代、実習材料費が必要）。
　開講式6月3日㊌10時～12時
※全13回、年間カリキュラムは開講
式でお知らせ
　洲本総合庁舎
　20人（先着）
　　　で洲本健康福祉事務所健康
管理課へ
　0799-26-2062
　0799-22-3345

日本紅斑熱は病原体を持つマダニに
かまれると発症する病気で、島内で
は毎年発生しています。マダニにかま
れたら1週間～2週間は体調の変化
に注意し、発熱や発疹などの症状が
あればすぐに医療機関を受診してく
ださい。また、登山や農作業の際は長
袖・長ズボンを着用し、帰宅後はすぐ
に入浴してダニの付着を確認しまし
ょう。ダニ忌避剤を使うことも予防に
つながります。
　洲本健康福祉事務所健康管理課
　0799-26-2062
　0799-22-3345

「食生活改善推進員養成講座」の
受講生募集

「日本紅斑熱」にご注意を
こ う は ん

県税務課ホームページから住所変更届を提出してく
ださい。納税通知書同封の住所変更届で郵送による
手続きも可能です。

　洲本県税事務所課税第1課 　0799-26-2032 　0799-24-3584

県税は、よりよい教育、福祉、産業振興などを推進していくための貴重な財源です。

自動車税
納期限

引き続き期限内の納付をお願いします

身体障害者手帳などを持っている場合

暮らしを支えるあなた 県税の

自動車税は、4月1日現在の自動車の所有者（割賦販売の場合には使
用者）に課税される県税で、5月上旬に納税通知書を送付します。県税
事務所や金融機関、郵便局の窓口のほか、コンビニエンスストア、ス
マートフォン決済アプリ、クレジットカード（インターネットのみ）など
で納めることができます。

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害
者保健福祉手帳を所持している人に対する減免制度
があります。等級や使用状況などに一定の要件がある
ので、詳しくは県税事務所に問い合わせてください。

の
は

※110円切手の貼付が必要です

住所を変更した場合

淡路県民局管内の
納期内納付率は

県
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手元に納税通知書を準備する
スマートフォン決済アプリを開く
納付書の「eL-QR」を読み取る
支払い手続きをする
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※アプリの利用に関する不明点は、
　各運営事業者へ問い合わせてください

スマートフォン
決済アプリ納税

支払い手続きが簡単

手元に納税通知書を準備する
スマートフォンまたは
パソコンなどから
「地方税お支払サイト」に
アクセスし、手続きをする
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※利用に当たっては、
　所定のシステム利用料が必要です

クレジットカード
納税（インターネットのみ）

24時間納付できます

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら


